
 

 

 

 

 

           １．会長挨拶 

 

 

           ２．来賓挨拶 

 

 

           ３．議事 

        （１）令和元年度役員構成について 

 

        （２）令和元年度事業計画について 

 

                （３）令和元年度予算案について 

 

       

４．その他 

 

 

      ５．閉会挨拶 

 

 

       日時 令和元年５月２３日（木） 

                午後３時００分～  

                  

     場所 県立教育研究所 中講座室１ 

  

 

 

 

奈良県小学校体育研究会ホ－ムペ－ジ 

http://shotaiken.web.fc2.com/index.html 

 

 

令和元年度 奈良県小学校体育研究会 

 

 

第１回評議員理事合同会議（確定版） 

 

 



 

（２）令和元年度事業計画（案） 

 ① 役員会・常任理事会・合同会議等について 

常任理事会…４回 

評議員・理事合同会議…２回（第１回･･･５月２３日 第２回･･･３月３日） 

前期研究大会  後期研究大会 

 

② 各部の活動・事業 等 

＜教科研究部＞ 

１．令和元年度  研究主題について 

 

 

 

 

 

 

新学習指導要領では、体育科の目標が「体育や保健の見方や考え方を働かせ、課題を見付け、その解決

に向けた学習過程を通して、各種の運動の特性に応じた行い方や健康安全について理解するとともに基本

的な動きや技能を身に付けること、自己の課題を見付け、その解決に向けて思考し判断するとともに他者

に伝える力を養うこと、運動に親しむとともに健康の保持増進と体力の向上を目指し、明るく楽しい生活

を営む態度を養うことの３つの柱を基に、生涯にわたる健康の保持増進と豊かなスポーツライフの実現の

ための資質や能力を育成することを目指す。」と示されている。 

これまで奈良県小学校体育研究会では、「つながり」を大切にした取組を進めてきた。今年度は、その

「つながり」を大切にした取組を踏まえ、さらに深めていくことを目指して、研究主題を「豊かな『つな

がり』を大切にした、深い学びのある体育学習」として、研究を進めていく。 

前回の研究テーマの中心である『つながり』は、「子どもと子どものつながり」「子どもにとっての運

動とのつながり」「学校間のつながり」であった。これらのつながりは体育科の学習を進めていく上では

欠かせないものであり、今年度も引き続き柱に据え、さらに深化させていく。それぞれのつながりが、こ

れまで以上に深い学びを通して豊かになることで、「未来へのつながり」へ続いていくと考える。 

体育の学習の中で、体育科の学習のねらいに迫ることを通して、「できるようになって嬉しい。」「仲

間と一緒に体育の学習をして楽しかった。」という気持ちから、「もっと色々なことができるようになり

たい。」「休み時間や放課後にもしてみたい。」「これからも色々な運動に挑戦していきたい。」という

ことを感じられる学習を構築する。さらに、その学習がその時間、その単元だけで終わるのではなく、学

習の時間を超えて、休み時間や放課後、進学した先、大人になってからと、生涯にわたって運動に親しみ、

健康で楽しい生活を営むことができる、子どもたちの未来へつながっていく学習を目指していきたい。 

以下の図のように、これらのつながりを密接に絡ませた学習を進めていく。それぞれのつながりが表面

的なもので終わるのではなく、子どもたちが主体的に運動に取り組み、思考力を働かせて課題の解決に取

り組んで知識や技能を確実に身に付けたり、心から運動の楽しさを感じたりできるような授業作りをして

いく。そして、これからももっと運動に取り組みたいという気持ちにさせられるような「深い学び」を目

指していきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

○研究主題 

豊かな「つながり」を大切にした、深い学びのある体育学習 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで、子どもたちの学びを深める手立てについて、次のことに焦点を当てて取り組むこととする。 

１．教材・教具・場の設定 

    その運動の特性や系統性をしっかりと把握し、子どもたちが確実に技術や知識を獲得し、その運

動を楽しんで活動したり夢中になったりできるような、教材や教具、場の設定を工夫する。 

２．学習課題の設定 

    子どもたちがやってみたくなるような、必然性のある、また挑戦意欲をかきたてられるような（易

しすぎず、難しすぎない）課題を設定する。 

３．教師の支援の在り方 

    子どもたちが運動や仲間とつながり、楽しさや意欲が高められるような支援の方法（言葉がけな

ど）を工夫する。 

 

◎研究領域：すべての領域について研究していくが、指導法研修会では、次の３部会を設けて授業研究

を実施していく。 

        ○器械運動部会 

        ○陸上運動部会 

○表現運動部会 

未来へのつながり 
生涯にわたって運動に親しみ、健康で楽しい生活を営む 

子ども 

子ども(なかま) 

運動 

運動が好き！ 

もっと運動したい 

教師 

「子ども」「運動」「子ども（仲間）」「教師」の４つがそれぞれにつながり，そのつながり

を太く，そして相互に密接に絡ませる。 

深い学び 

運動のコツが分かった 

できるようになった 



 

２．前期・後期研究大会 

○前期研究大会【天理市】 

令和元年 ６月１４日（金）         天理市立前栽小学校 

                ・公開授業 

                ・講演会 

○後期研究大会【吉野郡東】 

令和元年１２月 ６日（金）      吉野町立吉野小学校 

           ・公開授業 

              ・各郡市 口頭発表：奈良市・山辺郡、磯城郡、生駒郡、御所市 

  

前期・後期研究大会・会場校      後期研究大会口頭発表郡市 

年 度 前期研究大会 後期研究大会 後期研究大会口頭発表郡市 

平成２９年度 
宇陀市・宇陀郡 

大宇陀小学校 

葛城市 

新庄北小学校 

天理市、桜井市、五條市・吉野西 

葛城市・北葛城郡 

平成３０年度 
生駒市 

生駒小学校 

御所市 

葛小中学校 

橿原市・高市郡、大和高田市、 

生駒市、大和郡山市 

令和元年度 
天理市 

前栽小学校 

吉野東 

吉野小学校 

奈良市・山辺郡、磯城郡、生駒郡、 

御所市 

令和２年度 磯城郡 香芝市 
吉野東、宇陀市・宇陀郡、北葛城郡 

五條市・吉野西  

令和３年度 高市郡・橿原市 桜井市 
奈良市・山辺郡、生駒郡、葛城市 

高市郡・橿原市 

 

＜体育活動部＞ 

１． 第５３回 奈良県小学生陸上競技記録会 

奈良県教育委員会・体力向上推進連絡会 主催 

令和元年 １１月 ９日（土）  予備日：なし 

 

場所  橿原公苑陸上競技場 

           

本年度は１１／９（土）の１日しか会場が押さえられず、予備日の設定ができませ

んが、今後は、予備日の設定も含めて県教委（主催者）や陸上競技協会（主管）と

ともに検討していく予定です。 

 

県陸上記録会 救護員の派遣について 

平成２９年度（５１回大会） 大和高田市 宇陀市・宇陀郡 

平成３０年度（５２回大会）昨年度 北葛城郡 

令和 元年度（５３回大会）本年度 生駒市 

令和 ２年度（５４回大会） 奈良市・山辺郡 

令和 ３年度（５５回大会） 葛城市 

令和 ４年度（５６回大会） 桜井市 

令和 ５年度（５７回大会） 五條市 

＊県内各郡市の所属大会別に、輪番で担当していただいています。  



 

 ２．第６２回 奈良県学童水泳記録会 

奈良県教育委員会・体力向上推進連絡会 主催 

令和元年 ８月 ８日（木）  予備日：８月 ９日（金） 

 

場所 天理プ－ル  

 

 

＜学校体育研究会＞  

○第５８回全国学校体育研究大会埼玉大会  令和元年 １０月３１日（木）１１月１日（金） 

○第４１回奈良県学校体育研究大会     令和２年  ２月１０日（月） 

 

奈 良 県 学 校 体 育 研 究 会  分 科 会 発 表 郡 市 

 第１分科会 第２分科会 第３分科会 

平成２９年度 葛城市 奈良市 五條市・吉野西 

平成３０年度 大和郡山市 桜井市 大和高田市 

令和元年度 生駒市 橿原市・高市郡 吉野東 

令和２年度 奈良市・山辺郡 五條市・吉野西 葛城市 

令和３年度 生駒市 天理市 御所市 

 

 

③ 研修会等について 

○体育実技地区別研修会                          奈良県教育委員会共催 

開催日 領  域 会    場 会場対象地域 

８・１６（金） 体つくり運動 奈良市立青和小学校 奈良市・山辺郡、天理市 

８・１９（月） 陸上運動 葛城市立新庄小学校 
香芝市、葛城市 

北葛城郡、大和高田市、 

８・２０（火） 表現運動 桜井市立城島小学校 
橿原市・高市郡、桜井市 

宇陀市・宇陀郡、磯城郡 

８・２１（水） ゲーム・ボール運動 平群町立平群北小学校 
大和郡山市、生駒郡 

生駒市 

８・２２（木） 器械運動 御所市立大正小学校 
五條市・吉野西 

御所市、吉野東、 

（参考）平成２５年度  斑鳩西、富雄南、葛城、浮孔西、平野 

平成２６年度  吉野、桜ヶ丘、耳成南、旭ケ丘、前栽 

平成２７年度  北宇智、東登美ケ丘、忍海、桜井、片桐 

平成２８年度  葛、櫟本、真美一、榛原、平群北 

平成２９年度  富雄北、浮孔西、三宅、真弓、吉野 

平成３０年度  郡山西、畝傍東、前栽、真美ケ丘東、五條 



 

○ダンス講習会《８月７日（水）》            奈良県教育委員会共催 

 

○みんなでチャレンジ！《１２月２５日（水）》      奈良県教育委員会共催 

 

○県体力向上推進連絡会関係 

・ステップアップミーティング等 

 

・４月～６月末：中学校・高等学校の保健体育科教員による体力テストの測定支援並びに高校生サ

ポート事業（各小学校） 

 

・体力向上推進連絡会 会議（年間３回） 

 

※下記のことについて、各校で積極的に取り組んでいただくようお願いいたします。 

「体力向上に向けた重点的な取組」 

１ 児童が楽しいと感じる体育の授業 

２ 体力テストの５月上旬から６月上旬の実施 

 

④ その他 

○第２９回近畿小学校体育研究大会和歌山大会 令和元年 １１月２９日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（3）令和元年度 予算案

収入の部 単位：円

項　　目 前年度決算額 本年度予算額 増減△印減 備　　考

繰越金 100 100 0

会　　費 100,500 100,500 0 500円×201校

雑収入 0 0 0

合　　計 100,600 100,600 0

支出の部

項　　目 前年度決算額 本年度予算額 増減△印減 備　　考

事務費 32,382 25,600 △ 6,782 上質紙，封筒，文具等

会議費 0 5,000 5,000 評議員，理事会等

研究大会費 10,000 10,000 0 研究大会

研究運営費 15,000 20,000 5,000 講師謝礼

通信連絡費 13,093 10,000 △ 3,093 文書郵送料

分担金 30,000 30,000 0
奈良県学校体育研究会
体力向上推進連絡会

合　　計 100,475 100,600 125

       令和元年度　奈良県小学校体育研究会 予算書（案）

奈良県小学校体育研究会



 

奈 良 県 小 学 校 体 育 研 究 会 規 約 

 

 

    第 １ 章   総         則 

第 １ 条   本会は、奈良県小学校体育研究会という｡ 

第 ２ 条   本会は、奈良県内の小学校をもって組織する。 

第 ３ 条   本会は、教科研究部（小学校教科等研究会体育部を兼ねる）と体育活動部を内設

する。 

第 ４ 条   本会の事務局は、原則として会長の勤務校に置く。 

 

    第 ２ 章   目 的 及 び 事 業 

第 ５ 条   本会は、奈良県小学校体育の振興を図ることを目的とする。 

第 ６ 条   本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

         １．小学校体育に関する調査・研究 

        ２．小学校体育の指導力の充実・向上 

３．小学校の各種体育活動の推進・奨励 

４．その他、本会の目的達成に必要な事項 

 

    第 ３ 章   役         員 

第 ７ 条   本会に次の役員を置く。 

・会 長 １名 ・会 計     １名 

・副会長 ２～３名 ・評議員    ２０名 

・顧 問 若干名 ・常任理事（教科部６名 活動部６名 

会長委嘱若干名） ・参 与  若干名 

・理事長     １名 ・理 事 （各郡市より選出された理事） 

・副理事長    ３名 ・会計監査  ２～３名 

・幹 事   若干名  

         

第 ８ 条   会長・副会長は、評議員会で推挙する。 

        会長は、本会を代表し会務を統轄する。 

        副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行するとともに、

それぞれ各部部長を兼務する。 

第 ９ 条   会計は、理事中より会長が委嘱し、本会計を担当する。 

第 １０ 条   理事長は、理事の中より互選し、会長が委嘱する。 

第 １１ 条   副理事長は、それぞれの部の理事中より互選し会長が委嘱する。 

尚、理事長を助け、それぞれの部を担当する。 

第 １２ 条   常任理事は、それぞれの部の理事中より互選する常任理事(１２名)と会長が委嘱

する常任理事(若干名)とし、本会及び各部の常務を担当する。 

第 １３ 条   理事は、各郡市より選出された者（教科研究部１名、体育活動部２名、但し１５

校以上の郡市にあっては、教科研究部２名、体育活動部２名）及び常任理事会で

推挙された者で、それぞれの各部に所属し、事業にあたる。尚、理事長が選出さ

れた郡市より理事１名を選出することができる。 

        研究員は、各郡市より(１名以上)選出され、本会の教科研究部に所属し、教科体

育の研究を理事と共に行う。 

第 １４ 条      評議員は、各郡市より選出され、本会の重要事項について審議決定する。 

第 １５ 条      会計監査は、評議員より選出し、本会の会計監査にあたる。 

第 １６ 条      幹事は、各会議に出席し意見を述べることができる。 

第 １７ 条      顧問は、会長の招請に応じ、本会運営について建議することができる。 



 

第 １８ 条      役員の任期は１ヶ年とする。ただし再選は妨げない。 

                途中で交代したときは、前任者の残任期間とする。 

                任期が満了しても後任者が就任するまで職務を行う。 

 

       第 ４ 章   会         議 

第 １９ 条      評議員は、本会運営上の重要事項について審議決定する。 

第 ２０ 条      評議員・理事合同会議は、本会運営上の重要事項について承認する。 

第 ２１ 条      常任理事会は、本会の常務について審議する。 

第 ２２ 条      理事会は、本会事業の執行について審議する。 

第 ２３ 条      本会に特別委員会を設けることができる。 

第 ２４ 条   本会の諸会議の招集は会長が行う。 

 

        第 ５ 章   会         計 

第 ２５ 条      本会の経費は、次にあげるものをもって支弁する。 

                   １、会費   ２、補助金    ３、その他 

第 ２６ 条      会費は、毎年７月までに納入する。会費は年額５００円とする。 

第 ２７ 条      本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年の３月に終わる。 

 

        第 ５ 章   補         則 

第 ２８ 条   本規定の改廃は常任理事会で行い、評議員・理事合同会議において承認を得る。  

第 ２９ 条      本規約は、昭和５８年６月１０日より実施する。 

                平成 ２年６月１０日一部改正                               

                平成 ６年６月２１日一部改正 

                平成 ８年６月 ７日一部改正 

                平成１３年５月３１日一部改正 

                平成１６年３月 ５日一部改正 

平成１８年５月２６日一部改正 

平成１９年５月２５日一部改正 

平成３０年６月 ５日一部改正 

 

 

 


